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政府管掌健康保険の 現状と 

その改革に伴 う 論点について 

 
 



政管健保の特色         被保険者等 
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( 数字は平成「 4 年度 ) 

政府管掌健康保険 組合健康保険 共済組合 市町村国保 

国家公務員共済 地方公務員共済 私学共済 

保険者数 Ⅱ保険者 1674 保険者 23 共済組合 54 共済組合 1 事業団 3, 224 保険者 

被保険者数 18. 812 千人 14, 791 千人 1. 127 千人 2, 853 千人 455 千人 
  46,191 千人 

加入者数 35. 851 千人 30, 569 千人 2, 596 千人 6, 367 千人 828 千人 

加入者平均年齢 37 Ⅰ 歳 34.0 歳 39.7 歳 42.9 歳 40.8 歳 52.8 歳 

平均標準報酬月額 28.7 万円 37.0 万円 4  1.2 万円 45.3 万円 37.9 万円 

国庫負担 給付費の 13.0% 基本的になし なし なし なし 給付費等の 50 胚 

( 老健拠出金・ 介護 納 保険料軽減分のⅡ 2 等 

付金は 16.4%) 

Ⅹ各共済の加入者平均年齢は 長期給付に係る 数字 
米国庫負担には 使用者としての 国の負担は含まない 
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( 参考 ) 
被保険者 

齢 階級別構成割合 ( 政管健保 ) 
( 出典 ) 平成 1 4 年度健康保険被保険者実態調査報告 被扶養者 

75 歳 一 

ァ 0 茂一 74 歳 

65 歳 一 65 歳 

60 歳 -64 歳 

s5 歳 @  59 歳 
50 歳 @  54 歳 

4R 歳 -49 歳 
w0 歳 -44 歳 

35 歳 一 39 歳 
30 歳 一 34 歳 

25 歳 @  29 歳 
2n 茂一 24 歳 

l5 歳 @  l9 歳 
l0 歳 ，・， l4 歳 

5 歳 一 9 歳 
0 歳一 4 歳 

(%@@16@ 14@ 12@ 10           

                                          ( 組合健保 ) 

( 出典 ) 平成 1 4 年度年齢階級別加入者数調査 

75 歳 - 7s 諒一 

70 歳 一 74 歳 7a 歳一 74 歳 

65 歳 -69 歳 65 歳 一 69 歳 
B0 歳 -64 歳 60 歳 一 64 歳 

55 歳 一 59 歳 55 歳 -5a 歳 
sn 歳 -54 歳 50 歳 -54 歳 

45 歳 -49 歳 45 歳 -49 歳 
4[1 我 -44 歳 40 歳 一 44 歳 

35 歳 -39 歳 35 歳 一 39 歳 
30 歳 @  34 歳 30 歳 一 34 歳 

?5 歳 -29 歳 25 歳 -29 歳 
2u 歳 -24 歳 70 歳 -24 歳 

l5 歳 一 l9 歳 l5 歳 @  l9 歳 
lo 歳 @  l4 歳 l0 歳 一 l4 歳 

5 歳 一 9 歳 5 歳 @  9 歳 
0 歳 一 4 歳 0 歳 一 4 歳 

(%),6 14               6.0 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 10.・ 12.・ 14.・ 16.・ (%) 
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政管健保の特色②     適用事業所の 規模 
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( 参考 ) 

■従業員 1,2 人 

⑧従業員 3.4 人 
目従業員 5 ～ 29 人 

⑧従業員 30 ～ 99 人 

口従業員 100 人以上 
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政管健保の概要の : 運営組織 

  
一の 
部組 
早織 

  
）に 牡 

      

社会保険事業運営評註 会 政管健保事業運営懇談会 
社会保険事業全般について、 保険料 政管健保個別の 事業運営について 
拠出者や利用者の 意見を聴取する 場 有識者の意見を 聴取する 場 

本 庁 

( 業務内容 ) 
0  政管健保事業の 実施に関する 
企画立案、 調整業務 

  0  事務局等の指導業務 

    0  予算、 決算業務 

厚生労働省 
保険医療機関の 指導・監査 
等の権 限を事務局長に 委任 

社会保険庁本庁   
  

社会保険業務セン 汁 社会保険大学校 
  
  
  

被保険者記録の 管理 職員の研修   
  
  

地方社会保険事務局 (47 箇所 ) 
( 業務管理室は 54 箇所 ) 

( 業務内容 ] 
0  地方 庁 における政管健保事業の 
実施に関する 企画立案，調整業務 

0  社会保険事務所の 指導、 監督業務 
0  レセプト点検調査業務、 共同事務 
処理 ( 於 : 業務管理室 ) 

0  保険医療機関の 指導監査業務． 
不服中立審査業務 

社会保険事務所 (312 箇所 ) 

( 業務内容 ) 
0  適用業務 ( 厚生年金と一体 ) 
0  事業所調査業務 ( 厚生年金と一体 ) 
0  保険料徴収業務 ( 厚生年金と一体 ) 
0  保険給付関係業務 

  

  
  

Ⅰ■■Ⅰ [[1 ■■ [11[][[ ■ 11 モ [ ■ 1 ■ ][]1] ■ ] ■ 1 ■ 1[] ■ ]1 十 ]1 [ ■ 1 ■ 1[1 ■■■■ [[ 千 

        
        
        
        

A 事務局 日 事務局 
@ @ @ 

Y 事務局 z 事務局 

業務管理室 業務管理室 業務管理室 業務管理室 
( レセプト点検等 ) ( レセプト点検等 ) ( レセプト点検等 ) ( レセプト点検等 ) 

A B C Ⅰ D 旺 V U w Z X Y 
■ⅠⅠ 

社保 社保 社保 社保 社保 社保 柑果 ネ上ィ呆 ネ上保 ネ土ィ呆 ネ土イ呆 ネ土イ呆 
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政管健保の概要② : 社会保険庁の 人員 体帝     

部局名 業務内容 
・政府が管掌する 健康保険、 厚生年金及び 国民年金等の 事業の実施に 

本庁内部部局 関する企画立案、 調整業務 
・地方支分部局の 指導、 監督業務   

，厚生年金及び 国民年金の支払業務 
社会保険業務センター ・政管健保、 厚生年金及び 国民年金等の 被保険者及び 年金受給 

権 者記録の管理業務 

社会保険大学校 ・社会保険職員の 研修 
/] へ 吉士 

，地方支分部局における 政管健保、 厚生年金及び 国民年金等の 事業の 

地方社会保険事務局 実施に関する 企画立案調整業務 
・社会保険事務所の 指導、 監督業務 
・不服中立審査、 保険医療機関指導監査業務 

・庶務 ( 管理 ) 会計業務 
・適用業務 ( 政管健保、 厚生年金 ) 
・事業所調査業務 ( 政管健保、 厚生年金 ) 

社会保険事務所 ・保険料徴収業務 ( 政管健保、 厚生年金 )  ( 注 n 
・政管健保給付関係業務 

・年金給付関係業務 ( 厚生年金、 国民年金 ) 
  国民年金適用業務 

  国民年金保険料徴収業務 

  船員保険関係業務 

Ⅱ ¥ 吉士 

合計 

担当職員数 

2 8 6 人 

5 7 9 人 

l 9 人 
8 8 4 人 

3, 6 3 4 人 

1, 3 5 7 人 
1, 4 0 0 人 
1,  1 4  1 人 

1, 3 8 6 人 
1,  1 1 9 人 
3,  6 5 2 人 
1,  4 1 4 人 

1,  4 3 9 人 
4 O 人 

1 6, 5 8 2 人 

( 注 2) 1 7, 4 6 6 人 

注 「保険料徴収業務 ( 政管健保、 厚生年金 ) にほ児童手当拠出金徴収業務を 含む。 
注 2 社会保険庁の 平成 16 年度未定員は、 17. 466 人であ る。 6

 



政管健保の概要③ : 保険料率 ( そのい 
科卒 
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  昭和 49 年Ⅱ同 1 76 

昭和 51 年「 0 月 78 

昭和 53 年 2 月 80 

昭和 56 年 3 月 84 

  

  

変更等の経緯 ( 昭和 48 年以降 ) 
保険料率変更の 形式 備 考 

・厚生大臣が 社会保険庁長官の 申出を受け、 社会保険審議会の 議を経たうえで 保険料 
率を調整する 仕組みを導入。 

法律改正   法定定率国庫補助 10% に加え、 保険料率が 7.2% を超えるときは、 その超える保険料 
率 0 Ⅰ胚にっき 08% の国庫補助が 上乗せされる 仕組み ( 以下「国庫補助率の 連動制」 

れ ㌧。 ) を導入。 

厚生省告示 ・国庫補助率 l3.2% 

厚生省告示 ・国庫補助率 14.8% 

厚生省告示 ・国庫補助率 ]6.4% 

・昭和 55 年法改正 
厚生省告示 国庫補助率の 連動制廃止、 科卒調整範囲の 上限 8%->9.l% 、 国庫補助率 16.4%  等 

昭和 56 年Ⅱ 月 85 厚生省告示   昭和 57 年法改正老人保健制度の 導入等 

日召木口 59 年 3 月 84 厚生省告示 
・昭和 54 年度 未 累積債務の償還完了に よ る保険料率の 引き下げ。 
，昭和 59 年法改正退職者医療制度の 導入、 本人一部負担金定率「割 箸 

昭和 61 年 3 月 83 厚生省告示 ・財政事情好転のため 保険料率の引き 下げ。 

平成 2 年 3 月 84 厚生省告示 
，平成 4 年法改正 

平成 4 年 4 月 82 法律改正 国庫補助率 13.0% 、 中期的財政運営 (5 年 ) の仕組みの導入 
積立金づ事業運営安定資金 ( 単年度収支差を 調整する機能 ) 導入。 

85 法律改正 
・平成 9 年法改正 

平成 9 年 9 月 中期的財政運営期間の 見直し 5 年～ 2 年、 本人一部負担金 1 割づ 2 割等 

  平成 14 年法改正 

平成 15 年 4 月 82 法律改正 
総報酬制の導入、 本人一部負担 全 2 割 43 割 

中期財政運営の 見直し (2 年ごとに概ね 5 年を通じて財政均衡を 保つことができること 

を 確認、 公表する。 ) 等 

注 : 平成 15 年 4 月以降は総報酬べース、 それ以前は標準報酬月額べ ー ス 
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政管健保の概要⑤ : 保険料率 ( その 3) 
平成 17 ～ 2 「年の収支見込み 

Ⅰ 政管健保の 5 年収支の確認・ 公表の必要性について   
0  昨年 1 2 月に平成 1 7 年度概算要求時点の 基礎係数等をべ ー スに試算した 5 年収支の見通しを 公 

表 。 
( 被保険者数、 医療費、 賃金の伸び率等、 試算の前提については、 平成 1 6 年 5 月に公表された「社会保障の 給 

付と 負担の将来推計」と 同様。 ) 

2  5 年の収支見通しの 評価について 

0  今回の試算に ょ れば，平成 19 年度までは財政が 均衡するため、 ただちに保険料率を 引き上げなければ   
0 状 深手 冗 三石目二の試算は 概算要求時の 数字を前提としたものであ り、 経済状況等により 変動が生じうる 

ことに留意が 必要。 
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政府管掌健康保険の 収支見通し ( 医療 分 ) 

賃金の伸び :  給付と負担べース (]8 年度 2.0%. 19 年度 2. 鰍 ， 20 年度 2.7%. ロ 年度 2. ㏍ ) 

保険料率 82@ %o ( 単位 : 億円 ) 

区 分 平成 1 7 年度 平成 1 8 年度 平成 1 9 年度 平成 2 0 年度 平成 2 1 年度 

保険料収入 ( 医療 分 ) 60 ， 100 61, 300 62.  500 64.  000 65.  100 

康国庫負担 ( 医療 分 ) 7, 900 8 ・ 100 8, 200 8, 500 8, 800 

入 その他 200 200 200 200 200 

計 68.  200 69.  600 70.  900 72.  700 74.  100 

保険給付費 41, Ⅰ 0o 42.  600 44, 100 45.  200 46, 100 

歳 老人保健拠出金 ⅠⅠ ， aoo 17, 000 16, 500 17,400 18, 500 

退職拠出金 7, 800 8, 600 9, 900 10, 600 ⅠⅠ ， 3oo 

出その他 1, 100 1, 100 1, 1oo 1. 1oo 1, 1oo 

卦 1 。 三 67.  800 69.  500 71, 700 74.  400 77, 100 

収支差 400 Ⅰ 00 A 700 ▲ ], 700 A@ 3 ， 000 

事業運営安定資金 

(A 累積赤字 ) Ⅰ ， 6oo 1, 7oo 1. ooo A 700 ▲ 3, 700 
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